
◎国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律 
（令和六年五月一五日法律第二二号）   

一、 提案理由（令和六年四月五日・衆議院財務金融委員会） 

○鈴木国務大臣 ただいま議題となりました国家公務員等の旅費に関する法律の一部を

改正する法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。 

 政府は、国家公務員等の旅費制度について、国内外の経済社会情勢の変化に対応する

とともに、職員の事務負担軽減を図るための所要の改正を行うこととし、本法律案を提

出した次第であります。 

 以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。 

 第一に、旅費について、旅行に要する実費を弁償するためのものとして、その種類及

び内容に係る規定を簡素化することとしております。 

 第二に、自宅から出発する出張に係る旅費の支給を可能とするとともに、旅行者に対

する旅費の支給に代えて、旅行代理店に対する直接の代金の支払いを可能とするなど、

旅費の支給対象の見直しを行うこととしております。 

 第三に、国費の適正な支出を図るため、違法に旅費の支給を受けた旅行者等からの旅

費の返納に関する規定を整備するとともに、財務大臣による各庁の長に対する監督規定

を設けることとしております。 

 以上が、この法律案の提案の理由及びその内容であります。 

 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。 

二、 衆議院財務金融委員長報告（令和六年四月一一日） 

○津島淳君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財務金融委員会における

審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、国家公務員等の旅費制度について、国内外の経済社会情勢の変化に対応する

とともに、事務負担軽減を図るため、旅費の計算等に係る規定の簡素化及び支給対象の

見直しを行うほか、国費の適正な支出を図るための規定を整備する等の措置を講じよう

とするものであります。 

 本案は、去る四月五日当委員会に付託され、同日鈴木財務大臣から趣旨の説明を聴取

し、九日、質疑を行い、質疑を終局いたしました。次いで、採決いたしましたところ、

本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されましたことを申し添えます。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和六年四月九日） 

 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 

一 政令で定めることとする旅費については、宿泊料に係る上限額の設定方法次第では

現行制度の場合と比較して支給額が増加する可能性もあることから、年度ごとに旅費

総額を把握するとともに、適切な実費弁償が図られていることを検証し、必要に応じ



て改善策を講じるなど不正防止や冗費節約の観念を損なうことなく国費の適正な支出

が確保されるよう努めること。また、国家公務員の働き方改革に資するよう旅費制度

に係る事務負担の実態を把握し、事務負担の軽減に努めること。 

三、 参議院財政金融委員長報告（令和六年四月二六日） 

○足立敏之君 ただいま議題となりました法律案につきまして、財政金融委員会におけ

る審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、国家公務員等の旅費制度について、国内外の経済社会情勢の変化に対応

するとともに、事務負担軽減を図るため、旅費の計算等に係る規定の簡素化及び支給対

象の見直しを行うほか、国費の適正な支出を図るための規定を整備する等の措置を講じ

ようとするものであります。 

 委員会におきましては、旅費制度の見直しによる事務負担軽減等の効果、宿泊料の定

額等の規定を長期間改正しなかった理由等について質疑が行われましたが、その詳細は

会議録によって御承知願います。 

 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定いたしました。 

 なお、本法律案に対し附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（令和六年四月二五日） 

 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 

一 政令で定めることとする旅費については、宿泊料に係る上限額の設定方法次第では

現行制度の場合と比較して支給額が増加する可能性もあることから、年度ごとに旅費

総額を把握するとともに、適切な実費弁償が図られていることを検証し、必要に応じ

て改善策を講じるなど不正防止や冗費節約の観念を損なうことなく国費の適正な支出

が確保されるよう努めること。 

二 国家公務員等の旅費制度に係る業務プロセスについては、働き方改革の観点から、

更なる事務負担軽減を図るべく、不断に見直しを行うこと。 

  右決議する。 

 


